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▲繰り返し実施が必要な災害対策本部図上
　訓練

▲横断歩道がない通学路

神吉  史久

田中  久子

問　

２
月
17
日
の
災
害
対
策

本
部
図
上
訓
練
で
は
、
次
々

と
入
る
情
報
に
混
乱
し
訓
練

を
中
断
す
る
事
態
に
な
っ
た
。

運
営
力
強
化
の
た
め
に
は
、

早
期
に
繰
り
返
し
実
施
す
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、

今
後
の
予
定
は
。

答　

繰
り
返
し
訓
練
を
行
う

重
要
性
は
訓
練
参
加
者
全
員

が
共
通
認
識
し
て
い
る
が
、

実
施
時
期
は
未
定
。

問　

次
回
実
施
の
た
め
に
は
、

問
題
点
の
整
理
と
対
策
、
次

回
実
施
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
を
組
ん
で
行
う
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
。

答　

現
在
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

を
組
ん
で
い
な
い
が
、
今
年

問　

亀
岡
市
で
の
痛
ま
し
い

事
故
が
発
生
し
た
こ
と
を
受

け
、
文
科
省
と
国
交
省
、
警

察
庁
は
全
国
の
小
学
校
に
緊

急
点
検
を
指
示
し
、
各
学
校

に
安
全
対
策
を
取
る
よ
う
に

求
め
て
い
る
。
町
内
の
危
険

な
通
学
路
は
。

答　

町
内
の
通
学
路
に
は
、

お
お
む
ね
20
カ
所
の
危
険
な

と
こ
ろ
が
あ
る
。
今
後
は
関

係
機
関
を
通
じ
て
改
善
を
お

願
い
す
る
こ
と
や
、
文
科
省

の
通
知
の
中
で
点
検
し
、
具

体
的
な
解
決
策
を
考
え
、
実

行
し
て
い
き
た
い
。

問　

東
野
添
３
丁
目
の
交
差

一

般

質

問

新政会

日本共産党 代表質問

図上訓練の次回実施は

通学路の安全対策を

実施時期は未定

解決策を考え実行していきたい

三村理事

教育長

▲住民活動や交通弱者の移動を支援する活
　用を

福原  隆泰

問　

社
会
福
祉
協
議
会
が
保

有
す
る
バ
ス
を
交
通
弱
者
の

買
い
物
や
通
院
の
足
と
し
て
、

あ
る
い
は
町
バ
ス
と
共
に
住

民
活
動
を
支
援
す
る
た
め
に

活
用
で
き
な
い
か
。

答　

当
初
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
利

用
者
の
た
め
に
購
入
さ
れ
た

が
、
近
く
廃
車
す
る
予
定
。

現
在
は
小
回
り
可
能
な
普
通

車
な
ど
に
変
更
し
て
い
る
。

問　

車
い
す
も
利
用
で
き
る

特
殊
な
車
両
な
の
で
町
で
買

い
取
る
か
、
事
業
化
し
て
社

協
へ
運
行
委
託
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
。

答　

町
バ
ス
の
利
用
目
的
の

一

般

質

問

新政会社協バスの有効活用を
購入は考えていない町　長

ここを　  うここを　  う問問町政

度
中
に
は
次
回
の
実
施
を
し

た
い
。

非
婚
世
帯
へ
の
寡か

婦ふ

（
寡か

夫ふ

）

控
除
み
な
し
適
用
は

考
え
て
い
な
い

枡
田
理
事

問　

非
婚
母
子
・
父
子
家
庭

の
保
育
料
算
定
に
寡
婦
控
除

を
み
な
し
適
用
す
る
考
え
は
。

答　

国
の
制
度
で
な
い
も
の

は
、
播
磨
町
が
定
め
る
保
育

料
の
算
定
時
に
お
い
て
も
考

え
ら
れ
な
い
。

問　

所
得
額
の
同
じ
母
子
家

庭
で
も
、
婚
姻
歴
の
有
無
に

よ
り
保
育
料
が
異
な
る
の
は

不
公
平
で
は
な
い
か
。

答　

一
人
で
育
児
す
る
と
い

う
現
状
は
似
て
い
て
も
、
そ

の
過
程
が
違
っ
て
い
る
。

寡
婦
控
除
み
な
し
適
用
と
は

　

寡
婦
控
除
は
離
婚
や
死
別

な
ど
婚
姻
歴
が
な
い
と
適
用

さ
れ
な
い
た
め
、
母
子
家
庭

で
も
非
婚
家
庭
に
は
適
用
さ

れ
な
い
こ
と
が
不
公
平
と
の

考
え
な
ど
か
ら
、
保
育
料
な

ど
の
自
治
体
が
定
め
る
料
金

の
算
定
時
に
、
寡
婦
控
除
が

適
用
さ
れ
た
も
の
と
し
て
計

算
す
る
制
度
。

点
に
信
号
の
設
置
を
要
望
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
は
。

答　

現
状
を
確
認
し
た
が
、

設
置
は
困
難
と
の
こ
と
。

柔
道
授
業
で
の
安
全
対
策
を

安
全
に

十
分
配
慮
し
た
い

教
育
長

問　

今
年
か
ら
中
学
校
の
体

育
授
業
で
武
道
が
必
修
と
な

っ
た
が
、
全
国
的
に
事
故
が

多
発
し
て
い
る
柔
道
を
必
修

と
し
た
理
由
は
。

答　

体
育
教
師
６
人
が
柔
道

指
導
の
経
験
を
有
し
て
お
り
、

設
備
が
整
っ
て
い
る
。

問　

指
導
者
に
対
し
研
修
の

実
施
は
。

答　

５
月
に
安
全
講
習
会
が

開
催
さ
れ
、
傷
害
防
止
や
指

導
計
画
の
作
成
研
修
を
行
い
、

夏
休
み
に
「
中
学
校
武
道
指

導
研
修
会
」
を
実
施
予
定
。

問　

必
修
化
に
伴
い
道
場
の

改
修
が
必
要
で
は
。

答　

適
切
に
対
応
す
る
。

問　

安
全
対
策
の
計
画
は
検

討
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答　

安
全
マ
ッ
ト
を
使
う
こ

と
や
、
指
導
面
で
は
グ
ル
ー

プ
に
分
け
て
、
生
徒
の
状
況

を
よ
く
把
握
し
な
が
ら
、
き

め
細
か
く
対
応
し
た
い
。

　町政について実現してほしいことなどを議会に要
望する制度として、請願・陳情があります。
　請願の場合には議員（１人以上）の紹介が必要で、
本会議や常任委員会などで慎重に審議・審査した後、
結論を出します。陳情は、議長が審議する必要があ
ると認めた場合、請願と同様の取り扱いをします。
▶提出方法　Ａ４・縦長の用紙に邦文を用いて、提
出年月日・住所・氏名（法人の場合には、その名称
と代表者の氏名）・件名・趣旨・項目を明記し、氏名
の右側に押印のうえ議長あてに提出します。 書式は、
播磨町議会ホームページからダウンロードできます。 
▶提出時期　随時受け付けをしていますが、定例会
の開会前に行われる議会運営委員会の２日前の午後
５時までに受理されたものは、原則としてその定例
会で審議します。
　
＊受理された請願書と陳情書の記載事項（請願者と
陳情者の住所・氏名・印を含む）は、議会の公文書
として情報公開の対象となります。

請願と陳情

→記入の仕方など詳しくは議員または議会事務局へ

【請願書の記入例】 （A4版・縦）

平成　　年　　月　　日

播磨町議会議長　○○○○○　様

１　件　名
　　　○○○○○○○○○○に関する件
２　請願の趣旨
　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
　　　○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

（請願者）
　住　所　　　　　
　氏　名　　　　　　　　　　　印
（紹介議員）
　氏　名　　　　　　　　　　　印

※陳情書の場合は、紹介議員の記名・押印は不要です。

○○○○○についての請願書

分
析
や
、
社
協
が
事
業
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
検

証
も
必
要
。
通
院
な
ど
の
限

ら
れ
た
目
的
の
た
め
に
莫
大

な
投
資
は
で
き
な
い
。

問　

た
こ
バ
ス
や
か
こ
バ
ス

と
の
連
携
・
乗
り
入
れ
を
進

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

答　

た
こ
バ
ス
に
は
２
千
万

円
、
か
こ
バ
ス
に
は
７
０
０

万
円
の
経
費
が
伴
う
上
、
町

内
全
般
へ
の
効
果
が
薄
い
た

め
断
念
し
た
。

町
有
地
の
有
効
活
用
は

利
用
計
画
は
未
定

三
村
理
事

問　

８
万
１
０
０
０
㎡
を
超

え
る
町
有
地
が
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
６
３
８
９
㎡
の
野
添

城
内
の
土
地
は
周
辺
の
開
発

が
進
む
中
、
放
置
さ
れ
た
ま

ま
で
あ
る
。

答　

市
街
化
調
整
区
域
の
た

め
に
開
発
用
途
が
限
ら
れ
る
。

財
政
状
況
か
ら
公
共
施
設
を

建
て
る
こ
と
は
難
し
い
。
現

時
点
で
利
用
計
画
は
未
定
。

問　

本
荘
東
の
漁
港
埋
立
地

の
活
用
は
。

答　

暫
定
利
用
は
可
能
で
、

地
域
な
ど
の
活
用
提
案
が
あ

れ
ば
前
向
き
に
協
議
す
る
。


